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玉井金五『防貧の創造――近代社会政策論研究――』（啓文社、1992年）

「第四章　日本資本主義論争と社会政策本質論争」

「さて、上述したように大河内氏の社会政策が「労働力」を対象にしたものであるとすれば、「非労働力」はその枠組みから除外するしかない。かくして、大河内氏は「社会政策」と「社会事業」を以下のように峻別した。大河内氏はいう。「社会政策が、国民経済における生産者としての資格における要救護性（或いは要保護性）にその課題を見出すのに対して、社会事業は同じく要救護性を、即ち各自の自己救助のみを以ってしては当該個人の肉体的ないし精神的生活が順当に保証し得ない場合を、問題とするものであるが、この場合における要救護性は、生産者たる資格との連関において問題とせられるのでなく、それ以外の資格において採り上げられてきたのである」、「このように、社会事業の場合における要救護性は、資本制経済との優れた意味での連繋を断たれ、社会的分業の一環たることを止めた場合における経済的、保健的、道徳的、教育的等の要救護性であり、この意味でそれは、資本制経済の再生産の機構から一応脱落した、謂わば経済秩序外的存在だと言うことが出来るであろう」(18)。」(165-166)

(18)「わが国における社会事業の現在及び将来――社会事業と社会政策の関係を中心として」『大河内一男集』（第一巻、労働旬報社）

「一旦社会政策と社会事業が峻別されたにもかかわらず、戦時体制下においては両者の歩み寄りという現象が生じ、それが大河内氏による両概念の新たな関連性の説明にまで及んでいった。」(169)

戦後：社会保障（国民生存権、すべて国民の最低生活保障）と社会政策の関係如何(174)

「補論（三）　日本社会政策の三時代」

「一八九〇年代から一九二〇年代にかけての時期、いいかえれば明治後期と大正期にあたる時代......そこで求められたものは、日本の下層社会がはらむ根本問題をいかに解決していくかという、まさに社会改良・生活改善に主な焦点があった……その頃、社会政策の対象者を指して、細民・貧民・窮民といった表現がしばしば使用されたことは、それを十分物語っている。」(214-215)

「大河内社会政策論」「第二の時代」「戦後にも継承されていく」(216)

「一九七〇年代後半から一九八〇年代にかけて、日本社会はいくつかの重大な試練に直面した。社会政策の領域についていえば、高齢化社会の到来にいかに対処していくべきかという課題がそれである。……社会政策の主要課題は、社会保障はもちろんのこと、徐々に保健医療、福祉サービス、住宅等へと移行していく。いいかえれば、「第一の時代」への回帰と思われるほど、対象、範囲が再びオーバーラップしはじめたのである。」(218-219)

「大河内によれば、「長い間社会政策は、人生の一定期間である雇用労働として登場しているかぎりの人間を、その働く場において保全し、育成するための産業社会の行なう合理的手段の体系であった」(8)のである。しかるに、今日に至っては、「人間のライフサイクルの総体としての理解の中から、取り上げなければならなくなっている」(9)というのである。」(220)

(8)(9)大河内一男『社会保障入門』（青林書院新社）100-101, 101.

「第七章　ナショナル・ミニマムと日本社会保障計画策定

―ベヴァリッジ思想の受容を中心に―」

「国家による最低限の生活保障という考え方」

「『ベヴァリッジ報告』は、あくまで所得保障のあり方を主課題とするから、ナショナル・ミニマムがそれを根拠づける理念形成を果たしたわけであるが、それに対して現物保障はいかなる理念に基づくのか、ぜひともひとつの問題として残したい。」(297)

戦時中

水上鐡次郎「英国の『社会保障憲章』問題」『社会政策時報』二七二号（昭和一八年五月）

北岡寿逸「ベバリッジ稿『社会保障計画』」『社会政策時報』二八四号（昭和一九年五月）

終戦直後

社会保障研究会「社会保障案」（一九四六年七月）

　　　　　　　　　　　　社会保障研究所編『日本社会保障資料Ⅰ』（至誠堂、一九七五年）

　「基本理念」「一　生存権の確認　換言すれば最低生活の保障」

　「分類」「被用者　自営者　主婦　無業者　退職者　児童」

アメリカ社会保障制度調査団「ワンデル勧告」（一九四七年）

厚生省・社会保険制度調査会「社会保障制度要綱」（一九四七年一〇月）

「第八章　日本社会保障論争の史的意義」

「すでにみたように、大河内氏、風早両氏の見解からは、社会保障に関する論議はみられなかった。しかし、それとは対照的に、戦前から社会保険の研究に従事した近藤文二氏は、一九三八年の国民健康保険法制定をもって、わが国における「社会保障の萌芽形態」とみる極めて注目すべき見解を出されている。」(330)

近藤文二『社会保険』（岩波書店、一九六三年）

大河内一男『社会政策（総論）』改訂版（有斐閣、1963年）

「社会改良主義は、資本制経済の発展が順調であり、その資本の蓄積が拡大的であるかぎり、一応その「限界」は経済的にも隠蔽され、またそのような段階においては、労働階級の現存秩序に対する批判や闘争もそれほど深刻な様相を呈することがない。然しながら、いったん資本制経済が全面的な危機に入り込むや否や、経済的にも社会的にも、この限界は露骨且つ直截な形で表面化するようになる。従来、順調な資本主義経済がその身体のあちらこちらにつけていた脂肪や贅肉はすべて落ち果てて、経済社会は謂わば骨格体系だけになってしまう。この場合には、社会政策の実施に伴う費用の負担は極く正確な数字を以って計上出来るようになり、従来人々を啓蒙して来たところの、社会改良の代価が公表されることになる。そこで、これまでのような道義的な社会政策の主張のごときは一片の感傷論に終ってしまう。すでに、「資本主義か社会主義か」が、これまでのように派手なイデオロギーや思想の問題としてでなく、地味な社会組織の技術論として、最後の決着をせめっているのであるから、資本主義と社会主義とに両面の戦線を布くことを生命とする社会改良主義が次第に信用を喪って行くこともまた当然である。もちろん社会改良主義の二つの戦線というのは、社会主義に対して強く、資本主義に対してはただその自由主義的な形態に反対するというだけであるから、この点から考えると、「資本主義か社会主義か」の二者択一が最後的となっているような段階では、社会改良主義が資本主義擁護の立場を従来より一層明瞭にして来ることは当然であろうし、更に進んで言えば、この段階では、社会改良主義や右派の社会主義は、社会改良的手段を契機として資本制経済を強力的に安定せしめようとする「社会ファシズム」的性格のものに変貌する可能性があるとも言えるであろう。」(262-263)

「社会政策を労働階級に対する欺瞞として斥けることも誤りであると共に、またこれを社会主義への途として過大に解釈評価することも誤りであろう。」(267)

「此処はロードスではなく、まだ踊るにははやいのである。」(268)

「河合栄治郎の『社会政策原理』……「私は社会政策の目的は、社会に属するあらゆる成員が人格の成長を為しうる社会組織を構成することであるとする、」と河合教授は書き記している（同書初版、六頁）。教授の企図は社会政策に対して思想的基調を与えようとすることに置かれていたのであるから、読者は教授の『社会政策原理』から社会の目的や理想について、社会改革のためのさまざまな思想とその批判について学ぶことが出来るが、現実の、われわれが立っている資本主義社会における社会政策の把握については、ただそれが「社会に属するあらゆる成員が人格の成長を為しうる社会組織を構成すること」だという解釈を教授から聴くだけにとどまるであろう。」(286-287)

大河内一男『社会政策（各論）』改訂版（有斐閣、1963年）

「第三章　社会保険」

「ここで問題となるのは、その生産活動から退場し、脱落し、休止している場合の「労働力」に対する総資本の態度についてである。」(145)

「廃疾および老齢の場合は、労働生活の一時的中断ではなく、半永久的または永久的な労働能力の喪失なのであるから、この種の、再び「労働力」たり得ない労働者に対しては、産業社会は彼らを培養することに直接関心を持つものではないであろう。換言すれば、廃疾または老齢は、厳密に言えば、本来労働力政策としての社会政策の対象にははいり得ないのである。それ故、久しくこの種の「事故」は、単に雇主の温情的な福利施設としてか、さもなければ、「労働力」を対象とすることなく、ただ被救恤者層を経済外的な仕方で処理しようとする社会事業によって、その救済が計画されて来たのであった。」(147-148)

「労働者保護」→「社会保険」→「年金保険」「社会事業」「生活保護」

「両者〔労働者保護と社会保険〕の関係は、労働者保護の実施によってはじめて社会保険の実施が技術的にも可能となる、という関係においても現われている。即ち、労働者保護によって、かの「原生的労働関係」が一応の意味で克服された場合に、はじめて個別資本による無軌道な「労働力」の食潰しが抑制され、産業社会総体としての平準的な羅病率や災害率が実現し得るのである。」(154)

「かくして、老・廃保険のこのような効果は、謂わばあくまで労働者心理的または社会心理的な問題であって、社会保険の本来的課題たる総資本による産業労働力の培養と確保という機能とは区別して考えらるべきものである。」(179)

「社会保険そのもの」には「社会事業的な生活保護または救済」の「性格が潜んでいる」

「近年、社会保険から社会保障または生活保障への動きがみられること」(181)

「独逸」「佯病」「濫給」「惰民」

「社会保険制度に対する以上のようなさまざまな非難は、その根本において、この制度が、社会政策的な実体と社会事業的な実体とを兼ねているという点に、またそれが労働者の拠出を一部みとめながら而も全体として産業社会の経済的負担を中心としており、その双方の何れの側からも非難せられる機会を与えているということの裡に求められる。……ところで、社会保険の、この協同主義的仮装の下に貫かれる資本主義的性格と限界こそ、そしてこの制度の中に投入せられた労働者の依然たる個人主義的性格こそ、社会保険を行き詰まらせ、社会保険から社会保障＝生活保障(Social Security)の国家制度への移行を必然ならしめている根本的な要因である。」(187-188)

「日本の新憲法第二十五条」

「これは、この憲法が生存権思想の上に立っていることを物語るようでもあり、また、国家が国民に対して社会保障制度の実施を約束しているようでもある。一般的にいうなら、社会保障制度は、生存権の思想の容認、または少なくとも生活についての自由主義的な思想の拒否の上に立ちながら、国民の生活をそのいっさいの社会的「事故」について保障しようとするものであることに間違いはない。ただ、現実の制度としてみれば、国によってこの制度には著しく濃淡の差があり、ほとんど社会保障などとは称び得ないようなものから、生活の国家管理とも称びうるようなものに至るまで、さまざまな内容をもっており、しかもそれらは、何れも明確な思想や理念によって貫かれたものとは言い難いようである。むしろ、社会保障は、資本主義経済の全体としての行詰りに当面して、その深刻な生活危機を緩和するための手段として採用せざるを得なくなったところの、生活安定のための包括的制度だ、と考えた方が現実的であろう。だから、先ず第一に、社会保障制度が生活安定のために包括的制度として採用されざるを得なくなったについての客観的事情を顧みることが必要であり、この制度についての理念的解釈は、ただ、従来の資本主義的生活観や生活安定方式が如何に破綻してしまったかに対する反省を物語るだけなのである。」(189)

「社会保障制度は、資本主義経済の「一般的危機」の段階における生活安定のための総合的制度だと言ってよいであろう。だから、それは、生存権思想の実現だというよりも、「一般的危機」の段階において資本主義経済が生活危機の点からその内部崩壊を防止しようとするための生活安定策であり、そのかぎりにおいて、あくまで資本主義的な性格をもち、資本制経済秩序維持のための最後の努力を物語るものなのである。」(190-191)

「かくして、社会保険から社会事業へ、そして社会事業から公衆衛生へ、日本の社会保障計画の焦点は、このような三段跳びをやりながら、資本主義的なものから植民地的なものへ向かって次第に顚落を遂げることになるのである。」(203-204)

「結局、アメリカ好みの公衆衛生や社会福祉事業が社会保障の中味として残されるのではないか」(206)

「第五章　賃銀の理論と政策」

「賃銀の本質に関する第二の立場は、賃銀の生産力説と称ばれるものである。賃銀の生存費説が、「労働力」を一の商品として想定し、その価格を賃銀と考え、従って賃銀は当然に労働者の、彼の家族をも含めての、最低の生活費に帰着する、と考えるのに対して、賃銀の生産力説は、賃銀をその労働の生産性の大小に係わらしめて規定しようとするものである。」(273)

「もちろんここに賃銀の生産力説と称ばれるものは、単に、賃銀をもって能率に応じて支払われるものと説くことを意味するものではない。能率に応じた賃銀を主張することは、謂わば賃銀の支払形態の問題であって、決して賃銀の本質論ではない。賃銀の生産力説は、それ故に、与えられた生産設備の条件の下で、個々の労働者が個人的にどの程度の能率をあげるか、という問題ではなく、むしろ、生産設備の客観的な整備や発達の下で、「労働力」一単位あたりそれだけの生産物の生産を代表するか、という問題であって……それ故、この主張に従えば、生産設備の増大とその機械化に伴って、賃銀はいよいよ上昇し、結局、経済の物的生産力の上昇は、そのまま賃銀の上昇を保証することになる。」(273-274)

「ところで、以上のような賃銀の生産力説の根本的誤謬は、賃銀が生産物の中から支払われると仮定している点である。言うまでもなく賃銀は、年々の社会的生産物の中から「前払い」されるものであって、労働が参加して生産された当該生産期間の生産物の中から、その労働の生産性に応じて支払われるものではない。このような主張は、資本主義的生産においてはこの生産の全体の主体者が何人かという根本問題を全く忘れた態度である。」(276)

「さていま我々が賃銀なるものを商品としての「労働力」の価格だと考えるなら、そこでおのずから次のような問題が浮かび上がって来る。第一、何よりもまず賃銀は、かかる商品としての「労働力」の価格として、その再生産費、現実的には労働者家族の最低生活費に相当するだけの額でなければならない、ということ。けれども同時に、第二、賃銀はまた、労働者に対する単なる生活費の支給ではなく、雇主からみるなら、彼の予定した一定の仕事量なり特定の技能に対する支払として考えらるべきものである、ということ。そこでこの賃銀をめぐる二つの問題は、どのような関係にあるであろうか。」(284)

「賃銀の支払は、一定の技能と労働意欲を前提として発揮される特定の使用価値創出労働の一定量の提供――時間または仕事量で測定されるところの――に対して支払われるものだと言えるであろう。」(286)

「以上のように、仕事量とは直接の関係をもたない賃銀の部分は可及的に個別資本の負担から産業社会総体の負担に転嫁することが合理的であるが、さらにこれについては、生計費のこの種の部分を、最初から、国家費用または公共的費用の負担において、社会施設として、実物給与的に準備することが正しいであろう。例えば、保健・衛生費の如き、また教育費の如き、個別資本の負担が必ずしも納得的であるわけでもなく、また合理的でもないような場合、これらの費用を総資本の負担とし、直接現物支給的に社会施設として、これを公共的に維持することが望ましい。これによって、従来、一軒一軒の「家庭」の中でいわゆる「家庭経済」というような形で、孤立的または個別的に営まれて来た生活部分を、改めて家庭の外におし出し、これを公共的施設の形において社会化しまた共同化することが、いよいよ必要となっているのである。」(285-286)

大河内一男「社会政策における生産と分配――社会政策の構造に関する若干の考察――」（昭和一三年）『大河内一男集　第一巻　社会政策論Ⅰ』（労働旬報社、1981年）

「最初の社会政策的思惟はこれを分配政策とみることから発足したのである。言うまでもなく、この場合における分配政策とは、既存の分配秩序を前提とし、ただそれを何らかの方途によって（例えば労働賃銀の引上げ、或いは中産階級の維持・創設、或いはまた巨大利潤に対する租税政策的な制限等々の形において）修正することを目的としたものである。……この場合には、社会政策は、資本制経済の所謂「自然的秩序」への反対物として、そのための「社会改良」として、観念せられたために、その基礎付けは専ら経済外的な要因のなかに求められた。初期の社会政策論が倫理的色彩を持っていたのはこのためであり、また経済学が社会政策をその体系のなかに採り入れるためには、かの「倫理的」経済学の出現を必要としたのである。」(63-64)

大河内一男「新しい「社会政策」の理念を求めて」（昭和五四年）『大河内一男集　第二巻　社会政策論Ⅱ』（労働旬報社、1981年）

「『社会政策論Ⅱ』のための序」

「資本制経済は明らかに「福祉国家」的なものに大きく変質してしまっている」(iii)

「しかもその場合、資本制経済の中における人間が資本にとっての「労働力」であることを止めてしまったことではないし、また被雇用者でない人々、無業の主婦までふくめて、一定の給与を獲て他人のために働く立場でないものまでをふくむ国民全体の生活の保障を、文字通り「揺り籃から墓場まで」計画化そうとするなら、そしてそれによってのみ引き続いてこの体制が資本制的私有制度と思想の自由とが支配する社会であるとするなら、この場合には新しい意味での「社会政策」の考え方をもっていなければならないし、雇用労働関係の枠の外部の人間労働と人間関係が把握されなければならないであろう。或いはこのような段階にまで外延化された社会政策の存在をゆるす社会は最早や資本制社会ではないと言うなら、そして人あってこのような社会を「社会主義」と称びたいと思うなら、「こちら側の社会主義」とでも称んでおいたらいいだろう。」(iii-iv)

「一方で「社会保障」は社会保険と公的扶助の合成された生活保障のための国家的制度だとされているが、社会保険と公的扶助という、その精神的基調において全く異質なものの合成がどうして可能なのかは少しも明らかではない。」(225-226)

「「社会政策」の樹は天までは伸びない」(232)

「いかなる福祉の対象も、与えられた福祉を単に享受することに意味があるのではなく、それを通して自分の「労働」ないし「働く」生活が、より安定し、より活力にみちたものになることに意味が存するのである。だから、いかなる福祉も所詮は「労働」をはなれて独走しうるものではない。……いかなる人間、雇用労働者も自営業者も無業の妻も、社会の一員として、社会の中で生きようとするかぎりは、なんらかの意味での「働く」生活に汗を流すことが必要であり、それを通して人間ははじめて社会につらなることができるのである。」(247-248)

大河内一男『社会政策の基本問題』（昭和十五年）

『大河内一男著作集』第五巻（青林書院新社、一九六九年）

「初版の序」

「社会政策を、労働者に対する保護ではなく、「労働力」に対する「保全」と「培養」のためのもの、またその「確保」と「配置」のための政策だと考えようとする態度は、この論文集における基本的な点である。筆者の努力は、社会政策を経済外的な、経済機構の循環と再生産にとって超越的なものではなく、かえって経済にとって内在的な存在であることを説明することに向けられている。このように社会政策を「労働力」政策として、経済の再生産に対して「生産的」な意味を認めようとしたことは、多くの誤解を生んだが、また他面に、昭和十二年夏に始まった支那事変は、社会政策のこの「生産政策」としての本質をもっとも鮮やかに浮び上がらせたと考えることが出来る。戦争は、或る意味では、社会政策論の試金石であったのである。」(9)

「社会政策の基本問題を「労働力」政策に求めようとする理論は、平時戦時を通じての社会政策の真に統一的な新たな理論、言い得べくんば社会政策の政治経済学を構想するにつけて、死すべきものと共にまた多くの生くべきものを持っていることを信じて疑わない。」(10)

「増訂版への序」

「この書物が上梓されてからの数年間は、まことに、社会政策の理論にとってこの上もない試金石であった。きびしい現実の要請は、あらゆる合理的でないもの、見せかけのものを清算してしまった。一時、時局に便乗したかにみえた理論もいつの間にか戦時経済の激流に押し流されて今では跡形もない。歴史の試練に耐え得るものだけが残り、またそれだけが真に歴史をおしすすめるのに役立つのである。戦争は、この意味で、正しいものと正しくないものとを率直に篩い分け、国家の前進にとって役に立つものと役に立たないものとを仮借なく区別した。これは平時の経済社会の到底なし得ない、ただ戦争という巨大な出来事のみがなし得たことである。合理的なものが貫徹する――それは筆者が感激を以って戦争から学んだ尊い教訓であった。」(12)

「戦争は社会政策を、労働者政策としてではなく、むしろ何よりも労働力政策として展開せしめたようである。支那事変勃発以来、わが国における社会政策的実践もまた、この線に沿ってたくましく展開された。それにも拘わらず、社会政策の理論の領域に於いては、未だこの事実を率直に受け容れることなく、多くの場合、労働者「保護」の旧い精神が、また労資対立という旧い伝統が、清算されぬままに残存し、社会政策の理論の正しい形成を妨げている。それのみでなく、社会政策を国全体の「労働力」基底の保持のための政策だと考えようとする立場を、人間を物と同一視する「唯物的」思想だと曲解したり、労働者は単なる物以上の人格的存在だという自明の事実を主張することによって、それを非難しようとする企ては、本書が上梓されて以来、筆者の絶え間なく当面しなければならない非難であった。人間が単なる「労働力」以上の存在であることを今日一体何人が否定しようとしているであろうか。筆者の述べたいのは、今日国民は、何人と雖も、何れかの職域を守る勤労者として国全体に所属するものであり、またそのかぎりに於いてのみ彼は真に国民であり、また人格的存在であり得るということなのである。今日何人も、勤労者たろうとすることの精進をはなれて、国民であることも出来なければ、また人格的存在であることも出来ないのである。「人的資源」――この言葉にさえ、一時、そしてまた最近に於いてさえ、未だに、根拠のない非難が浴びせられているが――に対する尊重と愛護の念を欠くものは、同時にまた勤労者の人格者としての存在に対して畏敬の念を欠くものなのである。」(13)

「「人的資源」という言葉は、人間を物的存在とみている、というようなところに問題があるのではなく、むしろ今日国民一人一人の労働は、最早や彼自身の自由な処分に委せられず、雇主にとっても労働者にとっても、営利的な経済活動の対象たり得なくなっている、という点に問題が潜んでいるのである。それはすでに資源として彼自身を超えた存在になってしまっているのであり、そのような自覚に於いて取り扱われ、そのような尊敬を以ってみられることが要求されているのである。それは人間を資源としてみようとする「唯物的」立場を代表するものではなく、労働の、国にとっての資源としての存在、その国家性の自覚を代表するものなのである。社会政策の労働力政策としての成立はこの自覚の上にのみはじめて可能となる。」(14)

「筆者の興味と論点は、ひたすらこの点に集中され、労働者の労働者としての社会的存在を中心として展開される筈の社会政策に対しては、本書ではただ副次的な意義を与えたにすぎなかったのみではなく、一歩進んで、このような社会政策さえも、一層質的に高度な労働力政策であり、経済の循環確保のための高度な「生産政策」として理解しようとしている。」(15)

「一　社会政策の形而上学――エドゥアルト・ハイマンの社会政策論を評す――」

「社会改良主義」「講壇社会主義」(Katheder=Sozialismus)

　　　　Vs「独逸マンチェスター派」「独逸社会民主党」

「この人々は、かかる経済の基礎構造の部分的「修正」が可能だと考え、この「修正」の可能性が経済の合法則性から導き得られない場合には、彼らは極めて容易に彼らの倫理観をもってこれに置き代えようとしたのである。社会政策を基礎付けるための経済理論が往々倫理化せられたばかりでなく、一層基底的には、経済関係そのものが倫理的関係として解釈せられていた。むしろ或る場合には、例えばシュモラーにみられるごとく、純粋な経済機構の合法則性の究明は故意に回避せられさえしたのである。従って経済的論議の中心題目は、いわば物質的生産関係の分析から倫理的分配関係の提案に移されたと言うことが出来る。蓋しひとは経済的合法則性とは別の標準から、自由に分配関係を論ずることが出来たからである。「分配的正義」”Verteilende Gerechtigkeit”という言葉が好んで用いられ、分配関係の経済外的統制が社会政策の主要形態として考えられた。此処に資本制経済の基礎の上に、分配上の部分的「修正」を目標とする社会政策が可能とせられたのである※※。而してこの所謂「倫理的経済学」によって基礎付けられた分配政策的「修正」は、その政治的目的としては、かの古典的経済学とその俗流的後継者たちが、自由競争の彼岸に神意にもとづく豫定調和として想定したところのものを、即ち労働者階級ないし「第四階級」の資本制経済への「同化」を、或いは階級間の利害の「調和」を、換言すれば、「階級協調」の理念を、掲げていた。同じ目的に対する異なれる手段がこの際問題であったのである。」(5-6)

※※「現存秩序に対する彼らの批判の標準は常に倫理的に「正しい」か「正しくない」かであり、これは内容的には、富の分配関係に於いて、特定の社会階級に対して余りに「多すぎる」か、余りに「少なすぎる」かと言う点に集中されていた。ところでこの場合、分配関係の構造そのものは、人間性に適えるものであり、侵すことを得ないものであった。」(6)

「社会政策論におけるこのような「伝統」は、「独逸帝国」がそのホーヘンツォルレン家的軍隊=警察=官僚国家としての強靭さを誇り得ていたかぎり、侵すべからざる権威を持ち、自明の公理として一般に受け容れられていたが、すでに十九世紀の末葉には、同じ陣営出身のゾムバルド教授によって、この「伝統」に対する偶像礼拝は容赦なく破壊せられるに至っている。彼は一八九七年の論文※に於いて、直截に、社会政策を経済政策の一部と看做すべきものであること、およびそれは最早やこれまでのような階級協調策であってはならない所以を力説したのである。……彼は社会政策論から倫理的色彩を剥奪することによって、その労資協調論の根拠を奪い、改めてこれを経済関係そのものの裡から、基礎付けようと企てた。彼は社会政策の理念として、従来の「分配的正義」に代わって、新たに「より高度な生産性」の理念を掲げたのである。」(6)

※Werner Sombart, Ideale der Sozialpolitik, Archiv fur soziale Gesetzgebung und Statistik Bd. 10. 1879.戸田武雄邦訳『社会政策の理想』昭和十四年。

「労働者を人間としてではなく、商品としての「労働力」として扱うということは、このように労働者が商品化されていることの当否とは全く別箇の問題である。社会政策の科学的取扱いにとって重要な事実は、人格的なるものが「労働力」として商品化したという点に在るのではなく、商品=「労働力」の現実的担当者がまさに生ける人間であり人格的存在であると言う点に存しているのである。前者の事実は賃金労働生成の歴史的過程であるが、この事実に対する反抗の裡に社会政策の課題を見出そうとするのは、浪漫主義的経済論の適用に外ならない。歴史学派ないし「講壇社会主義」の伝統的社会政策論はおおむねこの範疇に入れることが出来る。これに反して、後者の事実の裡には、商品たる「労働力」がまさにその商品性を貫くための矛盾が、経済的にも社会的にも隠されている。この矛盾を現存の経済秩序の内部で解決しようとする国家の政策的努力こそが我々が社会政策と呼ぶところのものの一般的形態に外ならない。」(67)

「このようにして矛盾は、人間的なるものが物的なるものに転化したという点に在るのではなく、かえって物的なるものがその商品性を平準的に貫徹せしめるためには人間的なるものが障碍をなしているという点にこそ在るのである。」(67-68)

「「労働力」の充用がその担当者の肉体的担当者に於いて、超ゆべからざる生理的ないし論理的限界を有するものとすれば、たとえ資本制的営利経済の理念が利潤の獲得にありとするも、而もなお、過度労働には一定の限度が存するであろうし、また賃金にも特定の経済社会に於いては一定の最低限を劃する大いさが在るであろう。さらに労働者をその社会的存在者に於いて考えるなら、労働条件に就いてはより一層立ち到った規定を必要とするであろう。蓋し「労働力」の主体は、一方に於いては自然的ないし風土的存在であるとともに、他方に於いては、社会的ないし文化的存在であるからである。」(70)
「過度労働はさらに、低賃金と結合することによって一層強められ、総じて「労働力」は商品としてその価値以下の、即ちそれの物的再生産の条件を無視した、取扱いを受けるに至る。労働賃金そのものは、原則的にはその量に於いて日々の「労働力」を恢復せしめ、常に充用可能な状態に置かれて在るに充分でなければならず、さらに労働者を一つの社会層として、数代に亙って彼らを再生産し、それらを「労働力」として常に継続的に充用可能な状態に置くに足るものでなければならない。換言すれば、労働者の賃金或いは「労働力」の保全費は、同時に彼の妻子或いは労働者家族の再生産費を含むものでなければならず、最後に、労働者はその熟練と訓練に於いて、即ちその複合労働力たる資格に於いて、維持されなければならないであろう（註）。かくして「労働力」の再生産とは、それの社会的存在者としての生活の再生産であり、またそれは、ただに労働するものの生理的ないし肉体的な維持を意味するのみならず、労働者の肉体に具体化されている熟練を歴史的に継受し社会的にこれを蓄積するための費用をも含むものであって、一般に労働条件と称ばれるものは、かかる意味での「労働力」の蓄積と伝承をば平準的に可能ならしめるものでなければならないのである。」(74-75)

（註）「アダム・スミスは曰く、「人は常に労働によって生活しなければならぬ。そして彼の賃金は少なくとも彼の生活を支えるに充分でなくてはならぬ。否、大多数の場合においてはそれ以上でなくてはならぬ。然らざれば労働者がその家族を養うことは不可能であろう。そしてかかる労働者の種族は一代以上存続することを得ないであろう。」Wealth of Nations(ed. by E. Cannon), vol. 1. pp. 69-70.またリカァドォは曰く、「労働の自然価格とは、労働者をして、相互に、増加または減少なしに、生存をし且つその種族を永続するをえせしむるに必要なるところの、その価格のことである。」即ち労銀は「労働者が彼自身及び家族――労働者の数を維持するに必要であるところの――を支えうる力」を保全させるものでなければならぬ。Principles of Political Economy and Taxation(ed. by Gonner), p. 70.」(75)

「かくして「労働力」の合理的再生産の維持に就いては、個別資本の利害を超えた国家を通じての強制的方策が要請されるに至るが、この事情は、しばしば誤解されてきた如く、資本制経済の経済的合法則性に対して、経済外的強力が、或いは「外から」、或いは「上から」、経済循環の合法則性に対抗して干渉するということを何ら意味するものではない。かえって「労働力」に関する国民経済的合法則性の平準的機能の発揮は、ただ国家の強制力を通じてのみ、始めて可能となるのである。」(78)

「「労働力」に対する非合理的扱いが資本家的合理主義の精神と合致せざるものであることは、あたかも農業における濫耕、林業における濫伐が合理的経営でないのと同様であり、また「労働力」の保全が合理的であるのは、機械に対する絶えざる掃除や注油が合理的工場経営の精神に合致するものであるのと同様である。」(81)

「「労働力」の継続的な保全は労働者生活の継続的な保護を意味し、これによって経済社会はその「労働力」基底の継続的維持を可能にせられるとともに、また同時に、それによって労働者は、資本の対極として、少なくともその物理的・生理的諸条件に於いては、絶えず「健全なる」状態に於いて創り出され、最も生存能力ある近代的社会階級として、その肉体的エネルギーを培養し且つ蓄積することが出来るのである。言うまでもなく労働者の肉体的再生産の斯様な順当な反復は、そのものとしては資本に対する対抗物の登場をなんら意味するものではないが、彼らの斯かる自然的存在の条件の維持と確保とは、やがてその社会的存在者たることを可能ならしめる前提となるであろう。……他方にまた、作業場内における労働者と労働者との接触そのものが、その集団的労働、分業を基礎とした協業そのものが、更には、経営全体を統率する軍隊的な規律と秩序を通じての「労働力」の訓練・陶冶そのものが、資本の絶対権に対する、或いは現存経済秩序に対する、「革新的」要素としての労働者を団結せしめ自ら意識せしめるのである。更に我々が社会保険を念頭に置くなら、すでに作業場の労働に於いてその初期の孤立性と非合理性とを廃棄して集団的行動に於いてのみ自己の存在理由のあることを認識することの出来た労働者は、一歩進んで、今や社会的連帯性の意味を保険という具体的な相互施設の裡から学び、また保険行政への労働者の直接間接の協力と参加とは、若し我々がこれに関して不当な幻想に捉われることがなければ、その許された範囲内に於いては、彼らの組織者的・行政者的機能のための、最良の教育の場となるであろう。これを要するに、社会政策は、「労働力」を保全することに於いて、また同時に、労働者をも保護強化し、彼らの肉体的な継続的再生産を社会的拡がりに於いて保證することによって、自然的存在者としての彼らをますます社会的存在者たる資格に向けて推し進める物的な基礎を準備するものである。「健全なる」労働力は「健全なる」労働者を意味し、肉体的に「健全なる」社会層の保全と培養とは、また最も未来ある、新しき、社会層を創り出す条件となるものである。この意味に於いて社会政策の「経済的必然性」は、その結果に於いて、歴史的に進歩的な機能を尽すものだと言っていいであろう。」(95-97)

「二　社会政策における生産と分配」

「社会政策を既存の分配秩序に対する「修正」策として、その意味での「分配政策」として、理解することがひとつの流行となったのである。この場合には、社会政策は、資本制経済の所謂「自然的秩序」への反対物としての、そのための「社会改良」として、観念せられたために、その基礎付けは専ら経済外的な要因のなかに求められた。初期の社会政策論が倫理的色彩を持っていたのはこのためであり、また経済学が社会政策をその体系の中に採り入れるためには、かの「倫理的」経済学の出現を必要としたのである。」(117-118)

「生産の問題としての社会政策が論議され始めたのは、分配の問題としての社会政策の行詰りとそれに対する批判としてであった。分配政策としての社会政策は、婦人労働や児童労働に対する保護が一応の段落を告げ、経済的「弱者」と仮定せられてきた労働者階級が組合組織を通して強者、少なくとも労働条件決定における対等者となり、これと同時に、社会政策施設の膨張に伴う費用の増大が「産業負担」として感ぜられるに至って、改めて批判せられることを要したのである。」(119)

「五　「人的資源」と社会立法」

「経済の戦時体制への編成替えは、単に物的資源の調達を必要とするのみならず、「人的資源」の調達をも必要とする。このことは、自明である。」(298)

「戦時における「人的資源」の問題は二重の視角から、即ち兵力としての「人的資源」と軍需産業のための「人的資源」の問題として現われる。」(300)

「事変は「労働力」に対する一般の認識を著しく高めた。否、それは「労働力」と言うものも何らか考察に値するものであるという点を始めて意識せしめたと言うべきであろう。」(307)

大河内一男編『失業』（河出書房、昭和27年）

大河内一男「総説」

「近代産業の発展の初期の段階」

「失業」は、「純粋に個人的な出来ごと」「偶発的な出来ごと」

「失業は、たまたまその労働者の技能の程度が低いか、或は例えば怠惰癖があるとか、そう言った個人的な、彼個人に特有な、而も個人に責任がある事情によって生ずるもので、一般の正常な労働者の場合には斯うした事態は原則として起らないものだとされた。」(1)

「初期資本主義」

「労働者はまだ全体として、かの「働らく貧乏人」として理解され、また屡々軽侮と憎悪をもってみられたにも拘わらず、重要な生産要素、人間的生産要素として尊重され、国富の根源だと考えられた。労働者は低い能率と低い労働意欲をもった過剰な「怠けもの」であったが、それであればこそ、尚お一層、彼等はその数量において巨大でなければならなかった。

　このように、労働力の体系がそのまま生産力を代表し、従ってまた、労働者の数量の大小がそのまま国富の大いさと国力の指標であったような産業革命以前の経済社会においては、原則として「失業」はまだ社会問題たり得ないし、また仮りに存在し得たとしても、それはたかだか個人的な原因に基くものか、さもなければ偶発的な現象だと考えて差支えなかった。」(2-3)

「産業革命の進展に伴う機械の導入と工場制度の基礎の確立とは、失業をはじめて一つの社会的な問題として登場せしめるようになる。」(3)

「機械の導入」「賃金労働者の大群」

「景気の変動」

「彼の仕事場や耕作地をもたず、彼の技能や従来の道具が全く役に立たなくなって機械に駆使せられる無産の労働者が、商品生産秩序における景気の変動の上昇と下降の交錯中の一定期間、彼の職場と賃金とを喪い、従って彼の全生活の唯一の支柱を奪われた場合に、彼は本来的な意味で「失業者」と称ばれ、これが資本制的経済秩序に固有な大量的現象として理解せられる場合に、はじめて社会現象としての「失業」が生ずるのである。」(3-4)

「一八七三年の恐慌以来」不況の長期化

「社会問題」「産業予備軍」

チャールズ・ブース、トム・マン、ジョン・バアンス、ケァ・ハーディ

社会改良主義者、社会政策学者

社会事業的観点と治安維持的観点(7)

「失業問題は、社会改良主義者の立場からすれば明かに、失業者に対する救済と保護の問題に違いないが、この同じ問題は、これを産業社会そのものの立場からみれば、労働市場の問題であり、資本にとっての生産要素たる労働力の需給調整の問題であり、Unemploymentの問題であるより先ずEmploymentの問題であった。ビーバリッジ卿がその戦前の大著『失業』（一九〇九年刊、一九三〇年新版）に「産業の一問題」と副題したとき、彼の頭には明かに救済的な政策論よりも労働市場における経済問題としての失業が考えられていたのである。……失業者の救済を要求することは一つのことである、そして失業現象の経済的意味を理解することは全く別のことである。而もこの第二のことがなされないかぎりは、第一の失業者の救済に対する要望も、道義論としてはともかく、充分な説得力をもたないであろうし、またその救済措置の経済的負担能力や経済的効果についても、明確な見透しが与えられないことになるだろう。かくして、失業問題は、失業者の救済という「社会問題」的視点から、次第に失業の経済的分析に移って行った。そしてそれと共に、この問題は、従来とは全く異なった領域に這入るのである。」(8)
「資本主義社会において一般に「失業」と称ばれているものの共通の標識を求めてみるならば、一応失業とは、労働の能力と意志とを持ちながら、而も彼の技能に相応した職場が客観的に与えられていない事態を指称するものだと考えられる。」(9)

「所謂「産業予備軍」の上層部分は、景気の変動に伴って、或る時は職場に就いて就業労働者になるし、また或る時は職場を喪って浮浪化するものと考えてよい。それ故、「産業予備軍」の下層部分、即ち要救恤的窮迫層や純粋なルンペン・プロレタリアや売春婦や犯罪人などを一括して、失業者の枠の中に投げ込むことは無謀であるが、「産業予備軍」の上層部分は、たとえその労働の意志が大なり小なり減退をみせているとしても、失業者から除くことは正しくないであろう。」(12)

西村豁通「失業理論をめぐるピグーとケインズ」

「失業理論は雇用理論として再編成されながら近代経済学、就中ケンブリッジ学派の中に次第にその枢要な地位を主張しはじめる」(90)

ピグー『失業の理論』『雇用と均衡』

「ピグーによれば、労働の供給とこれに対する需要とがそれに応ずる実質賃銀率と雇用量を決定し、賃銀が伸縮的である限り労働に対する需要と供給とは、自から一致するものと考えられるのであるから、一時期における実質賃銀率で労働を欲する総ての者は雇用され従っていわゆる完全雇用は常に保証され得るものであった。この場合仮に失業が存在するとしても、それはケインズのいうように「非自発的失業」ではなく、諸々の調整の不正確のために生ずる「摩擦的失業」や、社会的又は個人的な理由により現存の実質賃銀で労働することを拒否し、或はそれが不可能であるために生ずる「自発的失業」に外ならなかったのである。完全雇用の実現を妨げる事情はもっぱら賃銀の粘着性に求められたのであるが、しかもこれも一時的摩擦的なものにすぎず、競争の原理は結局完全雇用をもたらすものとされたのである。」(92)

「失業の原因は賃銀率を固定化しようとする人為的な手段……労働組合の団体協約による賃銀水準の固定化、或は最低賃銀制のための社会政策立法」(96)

ケインズ『雇用・利子及び貨幣の一般理論』

「労働の需要不足による失業の範疇を析出する」「非自発的失業」

「彼は又「非自発的失業が存在する場合には、労働の限界不効用は必然的に限界生産物の効用よりも小である」(p.128)ともいっているが、ここでは現行実質賃銀がその下で労働する苦痛よりも大である場合に、働くことを欲しながら需要の不足のために雇用されることのない労働者の存在が意味せられているのであり、これは「総雇用が利用し得る労働量に等しい」という古典派理論の理解し得るところではなかったのである。こうして古典派の第二の公準、即ち実質賃銀の効用が現存雇用量の限界不効用に等しいという仮定は、以上のような意味での非自発的失業の存在を否定するものであり、又この第二の公準の必然的帰結としての完全雇用の想定が、セーの販路法則とも結びついて古典派理論の支柱となっている点こそケインズの批判の焦点であったのである。即ち古典派雇用理論においては完全雇用の仮定と関連して、いわゆる販路法則がその理論的前提をなしており、「供給はそれ自らの需要を創り出す」と考えられたのであるが、ケインズにあっては国民所得の生産量が増大しても、それに応じて有効需要、即ち支払能力ある需要が増大するという保証はなく、一定の貨幣賃銀水準の下で需要の不足のために生ずる失業が考えられたのであった。」(99-100)

「資本主義経済機構の自動調節作用の中に解消され得ない失業問題の発生を見出したのである。」(102)

中西洋『日本における「社会政策」・「労働問題」研究――資本主義国家と労資関係』

（東京大学出版会、一九七九年）
「第2編第1章　賃労働論」

「確かに、有史以来のあらゆる階級社会において、被支配階級の人間が「自己の労働生産物」に対して「疎遠な関係」におかれてきたという認識は誤りではない。しかし、自己の「労働そのもの」に対しても同様であったかといえば、決してそうではなかった。……労働者からの「労働」の疎外化は、むしろ逆説的に、彼等自身の主体化を意味するものであり、近代資本主義における労働力商品化の完成は、とりも直さず労働者の人権の確立に他ならない関係にあった。」

「第3編第2章　救貧法の研究」

「労働政策体系の最表層をなすものとしての主従法・団結法は、近代資本主義社会が、人間労働力の商品化を普遍的に確立することをもってその存立の第１の必要条件とすることを法的に表示するものであり、資本主義経済の発展に即して労働力商品の市場機構を創出し、展開し、改良してゆくプロセスをそれ自身に示すものであった。……だが、救貧法は、これとはむしろ対照的に、労働政策体系総体の最下層ないし基盤をなす位置にある。資本主義経済にとってみれば、それは、自己の基底的存立条件としての労働力商品の生産をみずから直接には掌握しえないという欠陥を外側からカヴァする機構としてある。マルクスのいう産業予備軍の維持機構として、いわば資本主義的経済システムの充分条件をなすのである。

　労働政策体系の両極のこうした識別は、上の意味の限りでは、さして難解なことではない。多少とも経済学に通じたもののうちでは、ほとんど議論の余地なく承認されると予想してもさしつかえないであろう。しかし、救貧法理解の困難は、むしろその経済学的素養のうちに困難をもつ。”資本主義にとっての”という経済学的に一面的な視角は、主従法・団結法の研究にあっては何の問題も生じなかった。この法系列そのものが資本主義に固有な社会関係の形態規定を与えるものであったからである。だがこれに対して、救貧法は、等しく資本主義社会を支えるという場合も、この社会の構成員の実質的な生活保障を担うものであって、本来資本カテゴリーを自己の前提とするものではない。むしろ種々の形態をとる人間社会一般に通じる実質的な規範のあり方を表示するものとしてあるとみなければならない。大上段にふりかぶっていえば、人間共同体一般に普遍的な相互扶助原則の”最後の階級社会”における発現形態が問題となっているのである。だからここで把握されねばならないことは、歴史の一定の発展段階におけるこの原則の”救貧法”という特殊形態での現象化と、その救貧法が資本主義下においてとる更に特殊な態様の如何である。」(281-282)

「上にあげた諸政策の「社会政策的意義」は、氏（小川喜一）によれば、資本主義が必然化する労働者階級の「生命と健康の浪費……に対する国家の手による緩和策の一つ」[岸本社会政策論??]であるということになる。……こうして小川氏は、いぜん「本質」論の呪術からの離脱に成功しない。氏の分析が、とどのつまり”疾病保険”と”老齢年金制度”とを、「資本主義的生産の空費」の「節約」というその「本質」において総括し、ただそれぞれの政策対象が「資本主義経済の循環過程」にとってどのような可能性を残しているかという点にかかわらせて、両者の性格の差異を解説するだけものになっていることは、これを示すものであった。

　だが筆者のみるところ、1880年代からはじまる「救貧法の解体過程」とその帰結の把握に関して重要なことは、こうした”本質論”的理屈づけでは全くない。それは、機能的には、まず誰の目にも明らかなように、1834年救貧法体制の貧困原因別分立化――老齢・健康・失業――であったが、肝心なのは、それを通して理念的に救貧対象＝”貧民”の客体から主体への転化が実現されたことにあった。国家的な最低生活保障体制が”恩恵”の体系から”権利”の体系へと転ずるこのプロセスは、しかし、単に文言の書きかえによってなしえたのではない。「醵出原理」ないし”保険形式”をとる個別的人格の積極的な具象化が必要であった。このダイナミズムを端的に示したのが、ここに扱われた老齢年金の形態に他ならない。即ち、＜1834年救貧法――無拠出（恩恵）＞→＜1908年老齢年金法――無拠出（権利）＞という観念上の顛倒が一旦行われたのち、＜1911年国民（健康）保険法――拠出（権利）＞を媒介として、＜1925年寡婦・孤児および老齢年金法――拠出（権利）＞が主要な形態となる。これによって、現代資本主義国家＝”ブルジョア的福祉国家”の原型、即ち個人の自立[拠出原則Contribution Principle]と国家権力の配慮[生存原則Subsistence Principle]の2極的原理の”調和”のシステムが端緒的に形造られることになったのである。

　因みに、被救済貧民、つまり賃労働階級の最下層部のこの意味のブルジョア化は、単なる私人としてではない”公民”としてのそれとしては、この「救貧法の解体過程」における各種の救済受給を議会選挙権の欠格条項からはずしてゆく過程としてあらわれた。まず1885年医療扶助受給に関して＜医療救済欠格排除法Medical Relief Disqualification Removal Act＞、次いで1905年失業救済に関して＜失業労働者法Unemployed Workmen Act＞、そして1908年[無拠出]老齢年金受給に関して＜老齢年金法Old Age Pension Act＞と事態は進行し、最後に、1918年すべての救済手当受給に関して＜国民代表法Representation of the People Act＞が出現した。これが救貧法の理念的消滅として意義づけられるべきことについては、すでに論じたとおりである。」(292-293)

『イギリス救貧法試論』[日本評論社、1962年]

「総じて、絶対王政期における救貧主体の”貧民”認識は、それを”無能力なimpotent”貧民と”労働[あるいは生活]能力ある(h)able to laboure[to lyve]”貧民とに2分しはしたが、”労働意志をもつ者”とは決して把握しなかったのであって、この点の明確な変更は、のち産業革命の進行下に制定された1782年法(22 Geo. III, c.83)によってはじめて次のように表明されたのである――「働く能力も意志もあるが雇用を得ることが出来ないでいる人々(……poor person or persons who shall be able and willing to work, but who cannot get employment)」。浮浪する”貧民”は、ここに至ってはじめて”賃労働者”として認知されるに至るのである。」(300-301)

「対象を”就労させるべきもの”と”救済すべきもの”とに明確に2分しえた絶対王政国家は――現実にはともかく――理論的にはしあわせであった。だが、資本主義国家は、”救済すべきもの”を自ら判定することが出来ないという全く情けない立場にある。資本主義経済は、”産業予備軍は救済すべきではないが、しかし救済するしかないだろう”というオプティミスティックな見解を表明するだけで、あとは国家まかせという無責任な態度をとっているからである。」(312)

崔鐘吉「「大正官僚」における危機意識と「中正なる国家」構想」『年報日本史叢』(2004)

内政史研究会『後藤文夫氏談話第一回速記録』（一九六三）二四頁

「大体われわれの時代頃からボンボンと社会主義の思想というものが日本に入って来ていたわけで、又民主主義の思想も高まって来ておりました。多少みんなそういうものに触れておりますから、社会主義者になったというのはありませんけれども、とにかく、ただ、いままでのようなやり方ではだめなんだ、大衆の幸福を考えて行くとすれば、少なくとも社会政策の思い切ったものをやらなければならないと言ったような思想が多少ともみんなにありましたね。」

長岡隆一郎「社会事業概論」『社会問題と地方行政』（帝国地方行政学会、一九二九）二三三頁

「産業革命の進行と共に、此の状況は俄然として変化しました。機械器具の発明に依り、産業組織の変革に依り、大資本に依る工場経営が多量の生産を致すようになって以来、小工業、手工業、家内工業の経営は次第に困難となり、労働者が其の勤勉の結晶を集めて、自ら企業者階級に入る機会は益々困難となり、一方には社会の富の分量は増加しても、他方に多数の極貧者を生じ、稼ぐに追着く貧乏を生じ、更に稼がんと欲する意思と稼ぐ力を持って居ても、職を得る能はざる多数の所謂失業者を出し、其の結果は社会に各種の欠陥と不安とを生ずるに至りました。繰返して申せば、社会政策も社会事業も、現在の産業組織の根本は、之を是認し、之を維持するけれども、之に依って生ずる社会の欠陥は、現行制度の下に於て出来得るだけ、之を治療して行かなければならんと主張するものであります。」（一九二六年九月二六日、千葉県社会事業協会発会式講演）

河原田稼吉『労働行政綱要』（松華堂書店、一九二七）一三-一四頁

「経済上に於ける自由主義、個人主義の思想は……現今の資本家、労働者間の問題は之に依って解決することを得ないのである。茲に於て……自由主義及び社会主義の両者を折衷し自由主義の経済組織、社会組織を前提とし唯個人の極端なる自由を認むることは非常なる弊害を生ぜしむるものであるから、国家は之に対して適当なる干渉を加へ依つて社会問題を解決せんとする社会改良主義即ち社会政策の主張が現はれて来たのである。」

同一七頁

「ベルンシュタイン一派の思想は比較的穏健であつて、社会主義の理想を実現する手段に於ても所謂革命的方法を避け議会政策により立法手段に遵はんとするものであり、従つて一般人にも受け入れられ易く、資本家も之に対しては大なる憎悪を感ぜず、現今欧州に於ける社会主義運動の大勢を支配して居るといふことを得るのである。」

北岡寿逸「英国労働党の実際政策」（一九二七年一月）『社会政策時報』（第Ⅰ期合体４、原書房、一九七九）一七六頁

「惟ふに現時欧州各国に於ける社会党又は労働党は何れも理論として理想としては社会主義を奉ずるも実行は社会政策を出でいない（無産党の一部を除いて）。それは恰もパノラマの如く「能力に従つて働き欲望に応じて消費する」と云ふ理想の社会は彼方に掲げられたる絵であつて其の実現は何時の事やら一体出来るのやら如何やらも分らない。手近に並べられたる八時間労働、最低賃金、資本課税、経済参与、土地社会化、炭鉱鉄道国営と云つたやうな社会政策的施設（現存秩序の基礎下に成るべく分配の公平社会正義を実現せんとする施設）のみが実行の為し得る政策である。」

若槻内務大臣訓示（一九二五年五月六日）大霞会編『内務省史』第四巻（地方財務協会、一九七一）四四三-四四四頁

「各種社会問題は各特異の原因と性質とを有すべしと雖、結局に於ては社会組織の進歩に伴ふ必然の産物にして、之が解決は現代文明諸国の当面する最も喫緊にして又最も困難なる問題なり。今試に予の信ずる所を端的に披瀝すれば、社会問題の解決の要諦は一に思想の善導に依り健全なる与論を喚起すること、二に社会生活の実情を省察し適切なる社会政策を実行すること、三に参政の権利を拡張して国民の与論を尊重すること、四に苟も国家生活の安寧秩序を攪乱する思想又は運動を厳格に防遏制裁すること等其の主要なるものなり。」
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